
子ども発達支援センター基本方針

①公立としての専門支援強化

②センターとしての地域支援強化

【１】 方向性（幹）

①子ども発達支援センター事業（通園事業）

②保育所等訪問支援事業

③居宅訪問型児童発達支援事業

④障害児相談支援事業

⑤子ども発達支援センター診療所事業

⑥在宅児支援事業

方向性に沿った事業を展開するための重点取組

【２】 事務事業（枝）

【３】 重点取組（葉）

方向性に沿った事業を展開するための組織管理及び人材育成

【４】 組織管理及び人材育成（根）

方向性に沿った事業を展開するための予算編成管理

【５】 予算編成管理（天候）

【子ども発達支援センター基本理念】

すべての子どもが、自分自身の人生を歩んでいける

よう、それぞれに応じた成長・発達を支援する


